
Ⅲ「新しい人財育成」

茨城の未来をつくる「人財」を育て、日本一子どもを産み育てやすい県を目指します。

第２章 ４つのチャレンジによる「新しい茨城」づくり

チャレンジで描かれる近い未来の姿

グローバル人財・地域人財の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆時代の変化に対応し、ニーズを捉えた魅力的な教育を提供する環境が整い、確かな学力と豊か

な人間性を備え、グローバル社会で活躍する能力や、郷土を愛し県民としての誇りを持って地
域社会を支える能力を有した「人財」が育っていきます。

子育て環境の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆結婚・妊娠・出産・子育ての各ステージにおける切れ目のない支援により、待機児童・子ども

の貧困問題等の解消が進み、安心して子どもを産み育てやすい県になっていきます。

１２ 魅力ある教育環境
(1)時代の変化に対応した学校づくり
(2)次世代を担う「人財」の育成と自立を支える社会づくり

１３ 日本一、子どもを産み育てやすい県
(1)結婚・出産の希望がかなう社会づくり
(2)安心して子どもを育てられる社会づくり
(3)児童虐待対策の推進と困難を抱える子どもへの支援

１４ 学び・文化・スポーツ・遊びを楽しむ茨城
(1)生涯にわたる学びと心豊かにする文化・芸術
(2)スポーツの振興と遊びのある生活スタイル

１１ 次世代を担う「人財」
(1) 「知・徳・体」バランスのとれた教育の推進
(2)新しい時代に求められる能力の育成
(3)地域力を高める人財育成

１５ 自分らしく輝ける社会
(1)多様性を認め合い、一人ひとりが尊重される社会づくり
(2)女性が輝く社会の実現
(3)働きがいを実感できる環境の実現

魅力的なライフスタイルとダイバーシティ社会の実現・・・・・・・・・・・・・・・・
◆新しい生活様式や多様化する価値観のなかでも、生涯において学び・文化・スポーツ・遊びを

楽しむことができるとともに、多様な働き方を選択できる環境が整備され、魅力的なライフス
タイルを送る県民が増えていきます。

◆一人ひとりの人権が尊重され、性別や国籍、民族、言語などが違う人々が集い、各々の能力を
十分に発揮することができるダイバーシティ社会が実現していきます。

62．妊娠・出産について満足している者
の割合

63．県の結婚支援事業による成婚数
（経年累計）

2020年

2,352組
2025年

3,050組

66．里親等委託率

2020年

17.4%

2025年

41.0%

64．保育所等の待機児童数

2020年

193人

2025年

０人

2020年

87.6%

2025年

92.3%

69．成人の週１回以上のスポーツ
実施率

2020年

50.5%

2025年

65.0%

67．県立図書館の利用者数

2020年

383,617人

2025年

575,425人

68．全国高等学校総合体育大会等での
優勝数
2020年

３種目

2025年

９種目

72．政策方針決定過程に参画する女性の
割合（県審議会等の女性委員の割合）

2020年

37.5%
2025年

50.0%

73．本県の１時間当たりの労働生産性

2020年

5,219円

2025年

5,740円

70．多文化共生サポーターバンクへの
新規登録者数（経年累計）
2020年

914人

2025年

1,400人

71．人権は大切であると感じている
県民の割合
2020年

80.3人%

2025年

90.0%

74．県内企業の１ヶ月当たり所定外
労働時間数
2020年

10.8時間

2025年

8.5時間

53．課題の解決に向けて、自分で考え、
自分から取り組んでいる生徒の割合

2020年

78.6%【中３】

2025年

83%

55．IBARAKIドリーム・パス事業
への応募企画数

2020年

104件

2025年

528件

57．生涯学習ボランティア派遣人数

2020年

4,564人

2025年

6,760人

54．全国レベルの中高生向けプログラミ
ング・コンテストの入賞者数

2020年

１組

2025年

６組

56．大学進学率

2020年

49.0%

2025年

52.0%

58．児童生徒のＩCT活用を指導すること
が「できる」と答えた教員の割合

2020年

32.0%【小中】
24.5%【高】

2025年

100%【小中高】

59．大学が実施する特色ある教育
カリキュラム数（経年累計）

2020年

－
2025年

５件

60．障害児に対する個別の教育支援計画等
の作成率(幼児教育・保育施設)

2020年

63.2%

2025年

89.6%

65．放課後児童クラブの実施箇所数

2020年

1,074箇所

2025年

1,156箇所

61．小中義務教育学校における不登校児童生徒が、
フリースクール等で相談・指導等を受けている割合

2020年

60%

2025年

100%
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Ⅲ．「新しい人財育成」へのチャレンジ

政策11 次世代を担う「人財」
これまでの成果

今後の課題
○

○

○

施策（１） 「知・徳・体」バランスのとれた教育の推進
主な取組 主な担当部局

①
子どもたち一人ひとりの基礎的・基本的な知識・技能の定着のため、保幼小中高の学校段階間の円滑な接
続を推進するとともに、家庭や地域と連携した取組を推進します。

教育庁

②
児童生徒の豊かな心を育成するため、発達の段階に即し、子ども達が関わりの中で学ぶことのできる多様
な方法による授業を、小学校から高校まで体系的、継続的に実施します。

教育庁

③
健やかな体を育むため、運動やスポーツ活動に親しむことなどを推進するとともに、子どもたちの栄養や
食事に関する正しい知識と望ましい食習慣の定着を図る食育を推進します。

教育庁
農林水産部
保健福祉部

④
エイズ・性感染症やがん、薬物、デートDV等に関する正しい知識の習得のため、児童生徒を対象とした講
演会や各種防止教室を開催するなど、健康教育を推進します。

教育庁
保健福祉部

⑤
子どもたちが生涯にわたって能動的に学び続けられるようにするため、「主体的・対話的で深い学び」の
実現を目指し、ICTや外部人材を効果的に活用した授業改善等を推進します。

教育庁

⑥
青少年・保護者の情報モラルを向上させるため、インターネットの安全な使い方を学ぶ講座の開催や家庭
でのルールづくり、フィルタリングなどの有害情報対策を推進します。

保健福祉部
教育庁

予測が難しく変化の激しい時代を生き抜くためには、高い創造意欲を持ち、リスクに対して積極的に挑戦できる力の育成が求め
られています。
自分の夢や地域課題を発見し、その解決に向けた企画立案・実践活動を通して、失敗や成功等を体験する機会の充実が求められ
ています。
地域活動に参加したいと考える若者が減少しており、活力のある地域社会を実現するため、若者の地域活動への参画を促してい
く必要があります。

◆本県の生徒がワールドスカラーズカップ決勝大会で金メダルを獲得するなど国際大会で活躍
◆プログラミング・エキスパート育成事業に多くの中高生が参加（2020：2,512名）し、第
18・19 回日本情報オリンピック（2018・2019）やワールド・ロボット・サミット2018東京大
会など全国レベルのコンテスト等で活躍
◆自ら課題を発見し解決する能力（アントレプレナーシップ）の育成を目的とする、高校生等
が対象の「IBARAKIドリーム・パス事業」に、2019年からの３年間で企画提案書319件の応募
◆地域課題の発見や解決のため、新たにチャレンジいばらき県民運動による大学等と地域住民
による連携・協働の取組を促進した結果、延べ1,000名以上（2018～2020）が参加

情報オリンピック全国大会の様子
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Ⅲ．「新しい人財育成」へのチャレンジ

施策（２） 新しい時代に求められる能力の育成
主な取組 主な担当部局

①
グローバル人財に必要な思考力やリーダーシップなどを育成するため、意欲ある中高生にトップレベルの
英会話学習や世界で活躍する人財との交流プログラム等を提供します。

教育庁

②
異文化を理解し、広い視野をもった人財を育成するため、学校の授業等に県内在住の外国人講師等を派遣
し、諸外国の文化等を紹介してもらうなどの国際理解教育を推進します。

営業戦略部
教育庁

③
高度情報社会を担う人財を育成するため、全国トップレベルのプログラミング能力を持つ中高生の育成や
多くの高校生がプログラミングに興味を持てる学習機会を提供します。

教育庁

④
科学技術を担う人財を育成するため、小中学校における探究的な活動を重視した理数教育や高等学校にお
いては「スーパーサイエンスハイスクール」指定校の活動を推進します。

教育庁

⑤
中高生の職業観やアントレプレナーシップを醸成するため、体験的な学習の機会や成果を発表する場の提
供等により、キャリア教育を推進します。

教育庁
産業戦略部

施策（３） 地域力を高める人財育成
主な取組 主な担当部局

①
子どもたちが茨城県民であることに誇りを持ち、郷土を愛する心を育成するため、本県の良さを再発見
し、郷土の歴史を学び、伝統と文化を尊重できる取組を推進します。

教育庁

②
地域社会に貢献できる人財を育成するため、ボランティアを養成するとともに、県民の自主的・自発的な
学びを促進し、地域社会に還元する取組を推進します。

教育庁

③
思いやりや助け合いの心を培うため、関係機関との連携を密にし、福祉教育の充実に努めるとともに、地
域の高齢者や障害のある人との交流等を推進します。

教育庁

④
若者が地域課題の解決等に取り組むうえで必要な能力を習得する機会と場を提供するため、若者が主体的
に取り組む地域活動やネットワークづくりを支援します。

保健福祉部
県民生活環境部

教育庁

情報モラル教育の様子 次世代グローバルリーダー育成事業の授業風景

IBARAKI ドリーム・パス事業 若者の地域活動（古内茶庭先カフェ・ボランティア活動（赤い羽根共同募金））

食育の推進（田植え体験）
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Ⅲ．「新しい人財育成」へのチャレンジ

政策12 魅力ある教育環境
これまでの成果

今後の課題

○

○
○
○

施策（１） 時代の変化に対応した学校づくり
主な取組 主な担当部局

①
児童のプログラミング的思考を育成するため、興味・関心を高める取組や実践的指導を推進するととも
に、研修の充実により、教員のICT活用指導力の向上を推進します。

教育庁

②
基礎学力の定着・向上や生徒指導におけるきめ細かな対応のため、小中学校等における少人数教育に取り
組みます。

教育庁

③
教員の資質向上のため、教員のキャリアステージに沿った研修体制を充実させるとともに、高等学校にお
いて、英語の授業や探究活動等を充実させる研修に取り組みます。

教育庁

④
大きく変化する社会や様々な課題に対応して社会を動かせる人財を育成するため、中高一貫教育校や地域
のニーズに応じた魅力ある学科の設置など、活力と魅力ある学校づくりを推進します。

教育庁

⑤
市町村による地域の実情を踏まえた教育環境整備を支援するため、小中学校等における統合の実例等につ
いて情報提供するほか、コミュニティ・スクールの設置を推進します。

教育庁

⑥
私立学校の経営健全化や教育条件の維持向上のため、国際教育等の特色ある教育に取り組む私立小中高・
中等教育学校や実践的な職業教育に取り組む私立専修学校の運営を支援します。

総務部

学力及び学習状況の的確な把握による「個別最適化」学習への対応や、GIGAスクール構想を踏まえた少人数指導の充実が求め
られています。
中高一貫教育校の教育内容の充実を図るとともに、魅力ある学校づくりを推進していくことが求められています。
小中学校等の特別支援学級及び通級による指導教員の特別支援教育に関する専門性向上、適切な教員配置が求められています。
不登校やいじめ、非行などの未然防止と対策には、学校と地域の関係機関が、連携して取り組む必要があります。

◆小中学校等における少人数指導により、子どもたち自身が学びたいことや方法を選択・決定
できるようにしたことで、主体的な学習が実現（主体的・対話的で深い学びの視点による授業
改善に取り組んだ公立小学校の割合：77.0％（2017）⇒79.6％（2019））
◆2020～2022年度に新たに10校の中高一貫教育校を順次設置し「学びの質」を向上させるとと
もに、2023年度に新たに県内初の科学技術科や全国初（公立校）のIT科を設置するなどの県立
高等学校改革プラン実施プランⅠ期を公表（2019、2020）
◆特別な教育的支援が必要な児童生徒へ対応した教育環境の充実のため、小・中学校等におけ
る特別支援学級（1,836クラス（2017）⇒2,120クラス（2020））や通級指導教室設置数（96ク
ラス（2017）⇒176クラス（2020））を拡充及び高等学校への通級指導教室を設置

開設した水海道第一高校附属中

開設した竜ヶ崎第一高校附属中
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Ⅲ．「新しい人財育成」へのチャレンジ

⑦
地域を担う人財の育成や高校生の地元進学を促進するため、新たなニーズに対応した大学等の誘致策の検
討や特色ある学部の設置支援など、魅力ある大学づくりに取り組みます。

政策企画部

⑧
大学の持つ知的資源を活用し、地域課題を解決するため、共同研究の推進等、様々な形で大学との連携を
推進します。

政策企画部

⑨
教員が心身ともに健康で、意欲と高い専門性を持って教育活動に取り組めるよう、在校等時間の適切な管
理などにより、教員の働き方改革を推進します。

教育庁

施策（２） 次世代を担う「人財」の育成と自立を支える社会づくり
主な取組 主な担当部局

①
青少年の健全育成のため、地域の教育力向上等の取組や、警察と学校との連絡制度を始めとした関係機
関・団体との連携により、非行防止や立ち直り支援に取り組みます。

教育庁
保健福祉部

②
児童生徒の不登校や、ひきこもり、いじめ等に対する未然防止と適切な対応・支援を行うため、関係機関
等との連携強化及び総合的・継続的な相談体制の充実に取り組みます。

教育庁
保健福祉部

③
就学前教育・家庭教育を推進するため、幼児教育と小学校教育の連携・接続の中心となる人材育成、訪問
型の家庭教育支援等に取り組みます。

教育庁

④
放課後の児童生徒の活動を支援するため、学校の余裕教室等を活用した放課後子供教室などを推進すると
ともに、地域住民の参画を得た学習活動や体験活動の支援に取り組みます。

保健福祉部
教育庁

⑤
経済的理由に左右されず、誰もが教育を受けられるよう、市町村が実施する経済的支援を周知するととも
に、教育費の負担軽減や奨学金支援制度の充実に取り組みます。

教育庁
総務部

⑥
特別な教育的支援が必要な幼児児童生徒への指導や支援の充実を図るため、特別支援教育巡回相談や障害
児の就園・就学体制の整備等の取組を推進します。

教育庁
保健福祉部

⑦
インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、多様化する特別支援教育のニーズに対応するため、多様な
学びの場として通級指導教室や特別支援学級などの適切な設置を推進します。

教育庁

中高一貫教育校での授業風景 大学との共同研究

特別支援教育の推進（学校間交流・居住地校交流） 就学前教育の推進

放課後子ども教室
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Ⅲ．「新しい人財育成」へのチャレンジ

政策13 日本一、子どもを産み育てやすい県
これまでの成果

今後の課題

○
○

○
○

施策（１） 結婚・出産の希望がかなう社会づくり
主な取組 主な担当部局

①
未婚化・晩婚化対策のため、市町村や企業・団体と連携しながら、いばらき出会いサポートセンターの
サービス向上や利用促進を図り、結婚を希望する男女の出会いの場を創出します。

保健福祉部

②
妊娠や出産に係る不安を解消するため、安心して子どもを産み育てることのできる相談体制を整備するほ
か、経済的負担の軽減に取り組みます。

保健福祉部

未婚化・晩婚化が進行していることから、若い世代のニーズに合わせた結婚支援を強化していく必要があります。
待機児童ゼロを維持しつつ、少子化による利用者減の到来を見据え、保育の受け皿整備の方向性を、積極的な大規模保育整備か
ら、保育士確保及び小規模保育整備に重点化する必要があります。
放課後児童クラブの登録児童数が年々増加しているため、引き続き整備を推進する必要があります。
年々増加する児童虐待に対応するため、引き続き相談体制の充実と、里親等の社会的養護の受け皿確保を図る必要があります。

◆いばらき出会いサポートセンターを中心とした結婚支援事業を展開した結果、成婚者数が
増加（2017：1,930組⇒2020：2,352組）
◆保育所等の保育の受け皿の整備と保育士の確保に努めた結果、待機児童ゼロの水準を達成
（2021）
◆放課後児童クラブに関する施設整備と併せて放課後児童支援員の育成に努めた結果、同ク
ラブの実施箇所数が増加（2018：961箇所⇒2020：1,074箇所）
◆児童の虐待又はその疑いがある事案の早期発見・早期対応のため、体制強化を図り、児童
相談所の専門職員を増員（児童福祉司 2018：69名⇒2020：93名 児童心理司 2018：31
名⇒2020：43名）
◆児童虐待事案を警察と児童相談所で全件情報共有し、児童虐待事案に迅速に対応（2018年
度：1,504件⇒2020：1,861件）

いばらき出会いサポートセンター

いばらき出会いサポートセンター利用者等成婚数（累計）

地域子育て支援拠点（水戸市提供）
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Ⅲ．「新しい人財育成」へのチャレンジ

施策（２） 安心して子どもを育てられる社会づくり
主な取組 主な担当部局

①
小児・周産期医療体制の充実を図るため、医療機関等の役割分担や広域的な連携強化などにより、24時間
体制での救急対応や小児在宅医療を支援します。

保健福祉部

②
安心して子育てできる環境づくりのため、子育て支援拠点づくりや病児・病後児保育等を推進するほか、
医療費助成制度（マル福）等により、経済的負担の軽減に取り組みます。

保健福祉部

③
待機児童ゼロの水準を維持するとともに、多様な幼児教育・保育のニーズに対応するため、認定こども園
等の整備や小規模保育事業等による受け皿の拡大に取り組みます。

保健福祉部

④
幼児教育・保育人材の確保及び質の向上のため、潜在保育士の再就職支援、保育士・幼稚園教諭等を対象
とする研修の実施及び処遇や労働環境の改善に取り組みます。

教育庁
保健福祉部

⑤
放課後の児童の安心・安全な居場所づくりのため、放課後児童クラブの整備を推進するとともに、放課後
児童支援員の確保や質の向上に取り組みます。

保健福祉部

施策（３） 児童虐待対策の推進と困難を抱える子どもへの支援
主な取組 主な担当部局

①
児童の虐待又はその疑いがある事案の早期発見・早期対応のため、相談体制の充実を図るとともに、児童
相談所全国共通ダイヤル189等の相談・通報窓口の周知等に取り組みます。

保健福祉部
教育庁

②
児童虐待事案の被害及びその拡大を防止するため、関係機関が緊密に連携し、虐待事案等の早期発見に努
めるとともに、被害を受けた児童の安全確保に取り組みます。

保健福祉部
教育庁

警察本部

③
社会全体で子どもを育むため、里親の発掘や育成、児童と里親のマッチング、アフターケアを担う民間機
関の一貫した支援を通じて、要保護児童のより家庭的な環境での養育を推進します。

保健福祉部

④
子どもの権利が守られ、その将来が生育環境に左右されることのないよう、教育支援、生活支援、就労支
援及び経済的支援や居場所の提供に重点的に取り組みます。

保健福祉部

⑤
ヤングケアラーを支援するため、対象者を早期に発見し、教育の機会の確保など、適切な対応に努めると
ともに、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立を図ります。

保健福祉部
教育庁

保育所等の待機児童数の推移

放課後児童クラブの様子
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Ⅲ．「新しい人財育成」へのチャレンジ

政策14 学び・文化・スポーツ・遊びを楽しむ茨城
これまでの成果

今後の課題

○

○
○
○

○

施策（１） 生涯にわたる学びと心豊かにする文化・芸術
主な取組 主な担当部局

①
生涯学習の充実のため、図書館や生涯学習センターなどの社会教育施設において、それぞれの特色を生か
した施設の運営や機能等を整備し、利活用を促進します。

教育庁

②
学校教育終了後も、知識や技術を習得できるよう、大学などの関係機関と連携し、生涯にわたり「学び」
の機会を提供するリカレント教育を推進します。

政策企画部
教育庁

③
子どもの豊かな感性や創造性を育むため、優れた芸術を鑑賞し親しむ機会の充実を図るとともに、学校等
における文化芸術活動を推進します。

教育庁
県民生活環境部

④
将来の文化を担う人材の育成と伝統文化の継承のため、必要となる資金及び人材の確保などを支援すると
ともに、県民等の作品を発表する場の提供などに取り組みます。

教育庁
県民生活環境部

⑤
県民が優れた文化芸術に触れる機会を確保するため、県立美術館等の環境整備に取り組むほか、文化情報
の一元化などにより、効率的・効果的な情報提供を推進します。

教育庁
県民生活環境部

人生100年時代の到来が予測される中、社会の変化に対応するため、生涯にわたって学習することができ、学習成果を生かすこ
とのできる環境が求められています。
生活を豊かにするため、文化活動の機会の充実など、芸術や伝統文化に親しむことが求められています。
ライフスタイルや価値観が多様化するなか、県民がそれぞれの余暇を楽しむことができる機会や環境が求められています。
国内外で活躍するトップアスリートを輩出するためには、県内ジュニア選手の発掘・育成を行うとともに、トップアスリート育
成システムの構築や各競技団体による選手育成を進める必要があります。
茨城国体や東京オリンピック・パラリンピック等の大規模スポーツイベントのレガシーを十分に活かしたスポーツ振興に取り組
むことが求められています。

◆県内６つの県立美術館・博物館において、優れた文化芸術を鑑賞する機会の提供及び教
育普及を推進（累計入館者数2,600万人（1974～2020計））
◆民俗文化財の普及啓発や継承者の気運や誇りの醸成を図るため、「茨城県郷土民俗芸能
の集い」を県内各地の文化施設や公園等で42回開催（1977～2020計）
◆第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」において、これまでの競技力強化の成果
により、天皇杯・皇后杯を獲得

「いきいき茨城ゆめ国体」で天皇杯・皇后
杯を獲得
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Ⅲ．「新しい人財育成」へのチャレンジ

施策（２） スポーツの振興と遊びのある生活スタイル
主な取組 主な担当部局

①
国内外で活躍するトップアスリートを本県から輩出するため、ジュニア世代に重点を置いた本県選手の発
掘・育成・強化に取り組みます。

教育庁

②
スポーツ振興の一環として見るスポーツへの県民の参加を促進するため、プロスポーツクラブや関係団体
等と連携して地域イベントの開催等を推進します。

県民生活環境部

③
生涯スポーツの振興のため、地域スポーツにおける指導者の資質向上や総合型地域スポーツクラブ等の活
性化を支援します。

県民生活環境部

④
県民がスポーツに親しみ、充実した余暇を楽しむことができるよう、都市公園の魅力向上を図るととも
に、県営体育施設の整備を推進します。

土木部
教育庁

⑤
新しい生活様式においても、県民が集い、多様な生活を楽しむことができるよう、本県の地域資源である
フード、音楽、スポーツ、アウトドアなどを活かした大規模な大会、イベント、お祭りなどの開催、実施
環境の整備を通じ、遊びある楽しい生活スタイルの創出に取り組みます。

全部局

生涯学習センターでのイベント

近代美術館アートフォーラムコーナーでの対話型アートツアー

学校等での文化芸術活動（茶道） ジュニアアスリート育成事業（ホッケー体験）
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Ⅲ．「新しい人財育成」へのチャレンジ

政策15 自分らしく輝ける社会
これまでの成果

今後の課題

○

○

○

○

施策（１） 多様性を認め合い、一人ひとりが尊重される社会づくり
主な取組 主な担当部局

①
ダイバーシティ社会の構築のため、性別・人種・価値観等の多様性を受容する取組とともに、県民や企業
の理解を深めるなど、関係機関等と連携した啓発活動を推進します。

全部局

②
多文化共生社会を推進するため、多言語による相談や情報提供のほか、地域日本語教育の充実や住民との
交流促進など、外国人にとっても住みやすい環境づくりに取り組みます。

県民生活環境部

③
日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒が学校生活等に適応できるよう、学習内容の理解や各活動が円
滑に進められる支援体制の充実に取り組みます。

教育庁

④
自己と他者の大切さを認め、行動につなげることができる児童生徒の育成のため、学校教育と社会教育の
両面から人権尊重の精神の涵養を目指した人権教育を推進します。

教育庁

⑤
様々な人権問題に対応するため、各相談機関と連携した人権相談のほか、人権擁護団体等と連携した研修
を実施し、地域における人権啓発活動の指導者の育成を推進します。

保健福祉部

⑥
いじめ等の未然防止、早期発見及び早期解決のため、スクールカウンセラー等の相談体制を充実させるほ
か、教科指導と生徒指導の視点を重視した授業づくりに取り組みます。

教育庁

女性の活躍を推進する上での諸課題について解決を図りながら、女性が個性と能力を発揮し、あらゆる分野で活躍できる男女共
同参画社会の実現が求められています。
いまだ３割の県民が、性別による固定的役割分担意識を持っていることから、引き続き、意識啓発に取り組んでいく必要があり
ます。
在住外国人の増加が見込まれる中、在住外国人が地域社会の一員として日本人と共生できるよう生活環境の整備を図る必要があ
ります。
働くことを希望する全ての人がその能力を十分に発揮することができるよう、個々の事情に応じた多様な働き方を選択できる環
境を整備する必要があります。

◆政策方針決定過程の女性の参画促進を進め、法令設置審議会等委員の女性割合が増加
（2017：30.7%⇒2020：36.0%）
◆性別による固定的役割分担意識を持たない県民の割合が増加（2014:52.8%⇒2019：
67.3%）
◆市町村や経済団体、労働団体と連携して、企業における働き方改革の促進に取り組んだ結果、
県内中小企業の年次有給休暇取得率が向上（2018：52.68%（全国14位）⇒2020：60.63%
（全国８位））

いばらきダイバーシティ宣言募集ポスター
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Ⅲ．「新しい人財育成」へのチャレンジ

施策（２） 女性が輝く社会の実現
主な取組 主な担当部局

①
男女共同参画社会を実現するため、県民への意識啓発や企業等と連携した経営層の意識改革など、性別に
よる固定的役割分担意識の解消に取り組みます。

県民生活環境部
産業戦略部

②
女性が個性と能力を発揮し、あらゆる分野で活躍できるよう、女性人材や女性リーダーの育成に取り組む
とともに、政策・方針決定過程への女性の参画を促進します。

県民生活環境部

③
育児や介護など様々な制約を持つ人が社会で活躍できるよう、多様な働き方が可能となる労働環境づくり
を促進するとともに、男性の家事・育児への参画を促進します。

県民生活環境部
産業戦略部

④
女性のキャリア形成を支援するため、女性向け相談窓口を設置するとともに、女性の登用に積極的に取り
組む企業を表彰し、県内に広く発信します。

県民生活環境部
産業戦略部

⑤
女性の起業や就職・再就職、学び直し等を支援するため、円滑に資金調達できる環境を整備するほか、職
業訓練の場の充実などに取り組みます。

産業戦略部

施策（３） 働きがいを実感できる環境の実現
主な取組 主な担当部局

①
企業における働き方改革を促進し、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すため、経済団体や労働団体
と連携し、県内優良事例の普及啓発や経営者の意識改革などに取り組みます。

産業戦略部

②
建設業の働き方改革を促進するため、県発注工事における休日の確保等による就労環境の改善やICTの活用
による生産性の向上等を推進するほか、従事者の安全及び健康の確保に取り組みます。

土木部

③
誰もが自ら望むキャリアを形成し、就労できるよう、キャリアカウンセリング等の一貫した支援をいばら
き就職支援センターにおいて実施します。

産業戦略部

④
東南アジアなど成長著しい諸外国の活力を取り込むため、関係機関と連携し、技能実習や特定技能、高度
人材などの外国人材が活躍できる就労環境の整備に取り組みます。

産業戦略部
保健福祉部
農林水産部

土木部

⑤
ケアラーが就労とケアを両立できるよう、関係機関と連携し、事業者の理解促進を図るとともに、多様な
働き方が可能となる労働環境づくりを促進します。

保健福祉部
産業戦略部

ダイバーシティ推進センターオープニングイベント
いばらき働き方改革推進月間ポスター外国人住民を含めた地域交流の催し
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